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            愛 知 県 福 祉 局 長 

      

「介護テクノロジー定着支援事業（旧介護ロボット・ICT 導入支援事業）及

び協働化・大規模化等による職場環境改善事業」の周知について（依頼） 

 

 本県の高齢福祉行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚く御礼申し上

げます。 

 さて、令和６年度においては、県内の介護保険法に基づく介護サービス事業所・施設等

を対象として、別紙１及び別紙２の概要のとおり「介護テクノロジー定着支援事業（旧介

護ロボット・ICT 導入支援事業）及び協働化・大規模化等による職場環境改善事業」を実

施します。 

つきましては、下記のとおり事前協議を募集しますので、貴職におかれましては、本事

業を御承知のうえ、管内事業所への周知に御協力くださいますようお願いします。 

記 

１ 募集期間 

  令和６年８月２１日（水）から令和６年９月２４日（火）17 時まで（郵送必着） 

２ 事業内容詳細 

  詳細については、ホームページを参照してください。なお、更新日時は、令和６年８

月２１日（水）です。 

【介護テクノロジー定着支援事業（旧介護ロボット・ICT 導入支援事業）】 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigotekunorozi.html   

【協働化・大規模化等による職場環境改善事業】 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kyoudouka-daikiboka.html 

３ その他 

  令和６年度の実施については、協議書による事前協議の上、補助金の交付申請を受け 

付けることとします。 
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